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野田市教育委員会規則第６号 

 

   野田市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する

規則 

 

野田市立小学校及び中学校通学区域に関する規則（昭和６０年野田市教育委

員会規則第１５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１(1)小学校の表南部小学校の項山崎の目中「１７８０番地～１８７０

番地、１８８１番地～１８９４番地」を「１７８０番地～１８４７番地」に改

め、同項堤根の目の次に次のように加える。 

梅郷 １番地～３番地、５番地～１４番地 

 別表第１(1)小学校の表山崎小学校の項山崎の目中「１８７１番地～１８８０

番地」を「１８７１番地～１８７２番地、１８７４番地～１８７９番地」に改

める。 

 別表第１(2)中学校の表南部中学校の項山崎新町の目の次に次のように加える。 

梅郷 １番地～３番地、５番地～１４番地 

附 則 

 この規則は、梅郷に係る地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条

第２項の規定による告示の効力を生ずる日から施行する。 


